
  

一 

幹
部
職
員
の
任
免
等
に
関
す
る
制
度
を
改
革
す
る
た
め
の
内
閣
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
内
閣
法
の
一
部
改
正 

 
 

 

内
閣
官
房
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
第
四
の
幹
部
職
員
に
係
る
職
に
相
当
す
る
職
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め

る
職
員
を
い
う
。
）
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
服
務
、
退
職
管
理
等
に
つ
い
て
、

所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

第
二 

国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
改
正 

 
 

 

各
省
及
び
各
庁
（
法
務
省
に
置
か
れ
る
検
察
庁
及
び
防
衛
省
に
置
か
れ
る
特
別
の
機
関
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
並

び
に
実
施
庁
（
公
安
調
査
庁
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
庁
の
長
官
、
事
務
次
官
、
庁
の
次
長
、

局
長
、
部
長
若
し
く
は
官
房
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い

う
。
）
の
任
免
は
、
そ
の
省
（
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
庁
の
置
か
れ
る
省
）
の
長
で
あ
る
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
服
務
、
退
職
管
理
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

 

（
第
二
条
関
係
） 

第
三 

内
閣
法
制
局
設
置
法
の
一
部
改
正 

 
 

 

内
閣
法
制
局
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
内
閣
法
制
次
長
若
し
く
は
部
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て



 

二 

政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
）
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
服

務
、
退
職
管
理
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

第
四 

内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正 

 
 

 

内
閣
府
（
宮
内
庁
、
委
員
会
及
び
警
察
庁
を
除
く
。
）
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
事
務
次
官
、
内
閣
府
審
議
官
、
局
長
、

部
長
、
官
房
長
、
庁
の
長
官
、
庁
の
次
長
、
庁
の
局
長
、
庁
の
部
長
若
し
く
は
庁
の
官
房
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
準

ず
る
職
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
）
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
服
務
、
退
職
管
理
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
関
係
） 

第
五 

復
興
庁
設
置
法
の
一
部
改
正 

 
 

 

復
興
庁
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
事
務
次
官
の
職
そ
の
他
第
四
の
幹
部
職
員
に
係
る
職
に
相
当
す
る
職
と
し
て
政
令
で

定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
）
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
服
務
、
退

職
管
理
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
関
係
） 

第
六 

国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正 

 

一 

第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
幹
部
職
員
を
、
特
別
職
の
国
家
公
務
員
と
す
る
こ
と
。 



  

三 

 
二 

第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
改
正
に
伴
い
、
幹
部
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
例
の
規
定
、
幹
部
候
補
者
育
成
過
程
に
関
す

る
規
定
、
幹
部
職
員
の
降
任
に
関
す
る
特
例
の
規
定
等
の
幹
部
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

（
第
六
条
関
係
） 

第
七 

自
衛
隊
法
の
一
部
改
正 

 

一 

第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
改
正
に
伴
い
、
幹
部
隊
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
例
の
規
定
、
幹
部
隊
員
の
降
任
に
関
す
る
特

例
の
規
定
等
の
幹
部
隊
員
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
七
条
関
係
） 

第
八 

幹
部
職
員
の
処
遇
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等 

 

一 

第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
幹
部
職
員
の
給
与
、
退
職
手
当
そ
の
他
の
処
遇
に
関
す
る
規
定
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法

律
で
定
め
る
こ
と
。 

 

二 

一
の
ほ
か
、
第
一
か
ら
第
七
ま
で
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
関
係
法
律
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、



 

四 

別
に
法
律
で
定
め
る
こ
と
。 

（
第
八
条
関
係
） 

第
九 

施
行
期
日 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
第
八
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

第
十 

経
過
措
置 

 

一 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
幹
部
職
員
に
係
る
職
に
相
当
す
る
職
を
占
め
て
い
る
者
は
、
こ
の

法
律
の
施
行
の
日
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
幹
部
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
幹
部
職
員

と
な
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
二
条
関
係
） 

 

二 

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。 

 


